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職種別職員数に関する調（市町村）
 令和７年４月１日現在

市 町 村 一般行政職員 技能労務職員 教 育 職 員 そ の 他 職 員 総 数

1 福 島 市 1,223 195 49 728 2,195

2 会津若松市 687 29 12 227 955

3 郡 山 市 1,304 107 31 627 2,069

4 い わ き 市 1,525 71 60 2,118 3,774

5 白 河 市 412 1 43 96 552

6 須 賀 川 市 430 7 16 146 599

7 喜 多 方 市 373 8 2 120 503

8 相 馬 市 236 21 12 37 306

9 二 本 松 市 334 4 18 137 493

10 田 村 市 273 4 16 60 353

11 南 相 馬 市 504 33 22 353 912

12 伊 達 市 378 6 6 103 493

13 本 宮 市 183 2 15 72 272

14 桑 折 町 85 0 14 21 120

15 国 見 町 84 0 8 28 120

16 川 俣 町 104 0 5 17 126

17 大 玉 村 73 0 15 18 106

18 鏡 石 町 73 0 5 27 105

19 天 栄 村 59 0 8 21 88

20 下 郷 町 73 0 0 23 96

21 檜 枝 岐 村 31 12 0 2 45

22 只 見 町 72 1 0 31 104

23 南 会 津 町 172 6 3 43 224

24 北 塩 原 村 46 0 6 10 62

25 西 会 津 町 88 1 1 33 123

26 磐 梯 町 54 0 4 15 73

27 猪 苗 代 町 107 0 16 50 173

28 会津坂下町 116 0 19 38 173

29 湯 川 村 43 0 5 13 61

30 柳 津 町 63 2 0 15 80
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市 町 村 一般行政職員 技能労務職員 教 育 職 員 そ の 他 職 員 総 数

31 三 島 町 38 0 0 8 46

32 金 山 町 52 1 0 16 69

33 昭 和 村 45 0 0 9 54

34 会津美里町 158 5 18 26 207

35 西 郷 村 125 1 3 42 171

36 泉 崎 村 50 2 10 10 72

37 中 島 村 41 0 9 19 69

38 矢 吹 町 117 1 17 23 158

39 棚 倉 町 92 0 20 20 132

40 矢 祭 町 41 0 12 14 67

41 塙 町 81 0 9 17 107

42 鮫 川 村 54 0 4 12 70

43 石 川 町 94 1 1 46 142

44 玉 川 村 55 0 4 16 75

45 平 田 村 52 0 5 26 83

46 浅 川 町 50 0 6 20 76

47 古 殿 町 58 0 8 16 82

48 三 春 町 104 3 21 43 171

49 小 野 町 76 1 0 21 98

50 広 野 町 59 0 1 20 80

51 楢 葉 町 85 1 8 15 109

52 富 岡 町 128 0 14 19 161

53 川 内 村 51 0 1 17 69

54 大 熊 町 136 1 8 20 165

55 双 葉 町 101 1 3 6 111

56 浪 江 町 173 0 0 46 219

57 葛 尾 村 27 0 2 6 35

58 新 地 町 84 9 0 34 127

59 飯 舘 村 81 0 4 21 106

市　計 7,862 488 302 4,824 13,476

町村計 3,651 49 297 1,013 5,010

県　計 11,513 537 599 5,837 18,486
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職種別職員数に関する調（一部事務組合）
 令和７年４月１日現在

一部事務組合 職 員 総 数

078026 福島県市町村総合事務組合 7

078069 川俣方部衛生処理組合 2

078077 福島県市民交通災害共済組合

078085 福島県伊達郡国見町・桑折町有北山組合

078093 公立藤田病院組合 387

078115 伊達地方衛生処理組合 15

078191 公立岩瀬病院企業団 400

078204 須賀川地方保健環境組合 15

078255 磐梯町外一市二町一ヶ村組合

078441 東白衛生組合 19

078468 石川地方生活環境施設組合 14

078492 公立小野町地方綜合病院企業団 124

078620 相馬方部衛生組合 220

078671 白河地方広域市町村圏整備組合 232

078689 喜多方地方広域市町村圏組合 136

078697 伊達地方消防組合 149

078701 相馬地方広域市町村圏組合 173

078719 安達地方広域行政組合 141

078727 会津若松地方広域市町村圏整備組合 326

078735 双葉地方広域市町村圏組合 150

078751 須賀川地方広域消防組合 210

078760 郡山地方広域消防組合 406

078778 南会津地方広域市町村圏組合 127

078859 福島地方水道用水供給企業団 21

078883 双葉地方水道企業団 29

078891 相馬地方広域水道企業団 26

078921 福島県後期高齢者医療広域連合 1

078930 南会津地方環境衛生組合

合　　　　計 3,330
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地 域 指 定 の 概 要
事項

指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

辺 地 辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律施行令

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律施行規則

１．辺地であること
　① 　地域の中心を含む５㎢以内の面積の中に50人以上

の人口を有すること。
　②　辺地度点数が100点以上であること。
２．公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市

町村の議会の議決を経て総合整備計画を定め、総務大
臣に提出すること。（総合整備計画を定めようとする
ときは、あらかじめ県知事と協議しなければならない。）

１．電灯用電気供給施設
２．道路及び渡船施設
３．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通
学を容易にするための自動車（車庫を含む。）、
渡船施設又は寄宿舎

４．診療施設
５．飲用水供給施設
６．電気通信に関する施設
７．農道及び林道（常時公共の用に供するもの

に限る。）
８．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は
職員のための住宅

９．学校給食の実施に必要な施設及び設備
10．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程に設けられる体育、
音楽等の学校教育及び社会教育の用に供する
ための施設

11．公民館その他の集会施設
12．保育所、幼保連携型認定こども園及び児童館
13．高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図

るための施設
14．こども家庭センター
15．下水処理のための施設
16．消防施設（庁舎を除く。）
17．住民の交通の便に供するための自動車（雪

上車を含む。）
18．除雪機械
19．農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業

教育の拡充、保健福祉の増進等に資するため
の総合的な施設

20．農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業の経
営の近代化のための施設のうち、共同利用施
設その他の施設で総務省令で定めるもの

21．地場産業の振興に資する施設のうち、生産
施設、加工施設、流通販売施設その他の施設
で総務省令で定めるもの

22．観光又はレクリエーションに関する施設

１．地方債による措置
　　総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて

実施する公共的施設の整備に要する経費につい
て、地方債で措置し、その元利償還金の80％に
ついて地方交付税に算入

過 疎 過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法

１．指定要件
【基本的な要件】 
①及び②に該当する市町村を過疎地域とする。 
①　人口要件（以下のいずれかに該当すること）
　ア　昭和50年国勢調査から平成27年国勢調査までの40

年間の人口減少率が28％以上であること。
　イ　高齢者比率（65歳以上）が35％以上であるか又は若

年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和50年国勢調査から平成27年国勢調査までの40年
間の人口減少率が23％以上であること。

　　　ただし、ア、イの場合、平成２年国勢調査から平
成27年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

　ウ　平成２年国勢調査から平成27年国勢調査までの25
年間の人口減少率が21％以上であること。 

②　財政力要件
　　平成29年度から令和元年度までの３カ年平均の財政

力指数が0.51以下であり、かつ、公営競技収益が40億
円以下であること。

１．地場産業、観光、レクリエーションに関す
る事業を行う者で政令で定めるものに対する
出資金

２．交通の確保又は産業の振興を図るために必
要な政令で定める市町村道（融雪施設その他
の道路の付属物含む。）、農道、林道及び漁港
関連道（市町村が管理する県道を含む。）

３．漁港及び港湾
４．地場産業の振興に資する施設の政令で定め

るもの
５．中小企業の育成又は企業の導入若しくは起

業の促進のために市町村が個人又は法人その
他の団体に使用させるための工場及び事務所

６．観光又はレクリエーションに関する施設
７．電気通信に関する施設
８．住民の交通手段の確保又は地域間交流の促

進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道
施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事
業者の事業の用に供するもの

９．下水処理のための施設
10．一般廃棄物処理のための施設

１．補助等の特例
　① 　公立小中学校の統合に伴う校舎・屋内体育

館の新増設5.5／10（通常1／2）
　②　公立保育所の新増設等5.5／10（通常1／2）
　③　公立以外の保育所の新増設等2／3（通常1／2）
　④ 　消防施設（機械器具及び設備）購入又は設置

5.5／10（通常1／3）
　⑤ 　統合に伴う公立小中学校教員住宅の建築5.5

／10
　※ 公立保育所及び消防施設の嵩上げ分について

は、税源移譲に伴い特別の地方債で措置
（100％交付税措置）。

２．地方債による措置
　　出資・施設の整備及び住民が将来にわたり安

全に安心して暮らすことのできる地域社会の実
現を図る事業（基金の積立を含むソフト事業）に
要する経費について、地方債で措置し、その元
利償還金の70％について地方交付税に算入す
る。 

３．基幹道路（市町村道・農道・林道・漁港関連道）
の整備について県が代行することができる。
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地 域 指 定 の 概 要
事項

指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

辺 地 辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律施行令

辺地に係る公共的施設の
総合整備のための財政上
の特別措置等に関する法
律施行規則

１．辺地であること
　① 　地域の中心を含む５㎢以内の面積の中に50人以上

の人口を有すること。
　②　辺地度点数が100点以上であること。
２．公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市

町村の議会の議決を経て総合整備計画を定め、総務大
臣に提出すること。（総合整備計画を定めようとする
ときは、あらかじめ県知事と協議しなければならない。）

１．電灯用電気供給施設
２．道路及び渡船施設
３．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程の児童又は生徒の通
学を容易にするための自動車（車庫を含む。）、
渡船施設又は寄宿舎

４．診療施設
５．飲用水供給施設
６．電気通信に関する施設
７．農道及び林道（常時公共の用に供するもの

に限る。）
８．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程に勤務する教員又は
職員のための住宅

９．学校給食の実施に必要な施設及び設備
10．小学校、中学校若しくは義務教育学校又は

中等教育学校の前期課程に設けられる体育、
音楽等の学校教育及び社会教育の用に供する
ための施設

11．公民館その他の集会施設
12．保育所、幼保連携型認定こども園及び児童館
13．高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図

るための施設
14．こども家庭センター
15．下水処理のための施設
16．消防施設（庁舎を除く。）
17．住民の交通の便に供するための自動車（雪

上車を含む。）
18．除雪機械
19．農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業

教育の拡充、保健福祉の増進等に資するため
の総合的な施設

20．農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業の経
営の近代化のための施設のうち、共同利用施
設その他の施設で総務省令で定めるもの

21．地場産業の振興に資する施設のうち、生産
施設、加工施設、流通販売施設その他の施設
で総務省令で定めるもの

22．観光又はレクリエーションに関する施設

１．地方債による措置
　　総務大臣に提出した総合整備計画に基づいて

実施する公共的施設の整備に要する経費につい
て、地方債で措置し、その元利償還金の80％に
ついて地方交付税に算入

過 疎 過疎地域の持続的発展の
支援に関する特別措置法

１．指定要件
【基本的な要件】 
①及び②に該当する市町村を過疎地域とする。 
①　人口要件（以下のいずれかに該当すること）
　ア　昭和50年国勢調査から平成27年国勢調査までの40

年間の人口減少率が28％以上であること。
　イ　高齢者比率（65歳以上）が35％以上であるか又は若

年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和50年国勢調査から平成27年国勢調査までの40年
間の人口減少率が23％以上であること。

　　　ただし、ア、イの場合、平成２年国勢調査から平
成27年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

　ウ　平成２年国勢調査から平成27年国勢調査までの25
年間の人口減少率が21％以上であること。 

②　財政力要件
　　平成29年度から令和元年度までの３カ年平均の財政

力指数が0.51以下であり、かつ、公営競技収益が40億
円以下であること。

１．地場産業、観光、レクリエーションに関す
る事業を行う者で政令で定めるものに対する
出資金

２．交通の確保又は産業の振興を図るために必
要な政令で定める市町村道（融雪施設その他
の道路の付属物含む。）、農道、林道及び漁港
関連道（市町村が管理する県道を含む。）

３．漁港及び港湾
４．地場産業の振興に資する施設の政令で定め

るもの
５．中小企業の育成又は企業の導入若しくは起

業の促進のために市町村が個人又は法人その
他の団体に使用させるための工場及び事務所

６．観光又はレクリエーションに関する施設
７．電気通信に関する施設
８．住民の交通手段の確保又は地域間交流の促

進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道
施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事
業者の事業の用に供するもの

９．下水処理のための施設
10．一般廃棄物処理のための施設

１．補助等の特例
　① 　公立小中学校の統合に伴う校舎・屋内体育

館の新増設5.5／10（通常1／2）
　②　公立保育所の新増設等5.5／10（通常1／2）
　③　公立以外の保育所の新増設等2／3（通常1／2）
　④ 　消防施設（機械器具及び設備）購入又は設置

5.5／10（通常1／3）
　⑤ 　統合に伴う公立小中学校教員住宅の建築5.5

／10
　※ 公立保育所及び消防施設の嵩上げ分について

は、税源移譲に伴い特別の地方債で措置
（100％交付税措置）。

２．地方債による措置
　　出資・施設の整備及び住民が将来にわたり安

全に安心して暮らすことのできる地域社会の実
現を図る事業（基金の積立を含むソフト事業）に
要する経費について、地方債で措置し、その元
利償還金の70％について地方交付税に算入す
る。 

３．基幹道路（市町村道・農道・林道・漁港関連道）
の整備について県が代行することができる。
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

【基準年の見直しに伴う激変緩和措置】 
　旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域につ
いて、③及び④に該当する市町村を過疎地域とする。 
③　人口要件
　ア　昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査までの55

年間の人口減少率が40％以上であること。
　イ　高齢者比率（65歳以上）が35％以上であるか又は若

年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査までの55年
間の人口減少率が30％以上であること。

　　　ただし、ア、イの場合、平成２年国勢調査から平
成27年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

④　財政力要件
　②と同じ

【令和２年国勢調査を反映した要件】
①及び②に該当する市町村を過疎地域とする。 
①　人口要件（以下のいずれかに該当すること）
　ア　昭和55年国勢調査から令和２年国勢調査までの40

年間の人口減少率が30％以上であること。ただし、
財政力指数が0.40以下の場合は25％以上であること。

　イ　高齢者比率（65歳以上）が38％以上であるか又は若
年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和55年国勢調査から令和２年国勢調査までの40年
間の人口減少率が25％以上であること。

　　　ただし、ア、イの場合、平成７年国勢調査から令
和２年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

　ウ　平成７年国勢調査から令和２年国勢調査までの25
年間の人口減少率が23％以上であること。 

②　財政力要件
　　平成30年度から令和２年度までの３カ年平均の財政

力指数が0.51以下であり、かつ、公営競技収益が40億
円以下であること。 

２．総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣が公示。 
３．県過疎地域持続的発展方針に基づき過疎地域持続的

発展市町村計画を定め、総務大臣、農林水産大臣、国
土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働
大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出すること（策
定は任意だが、過疎対策事業債などの特別措置を受け
る場合には、策定が必要）。

11．火葬場
12．公民館その他の集会施設
13．消防施設
14．保育所及び児童館
15．認定こども園（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律（平成18年法律第77号）第３条第１項又は第
３項の規定による認定を受けた施設及び幼保
連携型認定こども園をいう。）

16．高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図
るための施設

17．障害者又は障害児の福祉の増進を図るため
の施設

18．診療施設（巡回診療車及び巡回診療船並び
に患者輸送車及び患者輸送艇を含む。）

19．公立の小学校、中学校及び義務教育学校並
びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育
学校及び特別支援学校

20．市町村立の専修学校及び各種学校
21．図書館
22．集落の整備のための政令で定める用地及び

住宅
23．地域文化の振興等を図るための施設
24．太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他

の再生可能エネルギーを利用するための施設
で次に掲げるもののうち公用又は公共用に供
するもの（地方財政法施行令第46条第４号及
び第５号に掲げる事業を行う公営企業に係る
ものを除く。）

　ア 　太陽光を電気に変換するための施設又は
設備

　イ　風力を発電に利用するための施設又は設備
　ウ　水力を発電に利用するための施設又は設備
　エ 　地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に

利用するための施設又は設備
　オ 　太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途

に利用するための施設又は設備
　カ 　大気中の熱その他の自然界に存する熱

（エ、オに掲げるものを除く。）を給湯、暖房、
冷房その他の用途に利用するための施設又
は設備

　キ 　バイオマス（エネルギー供給事業者によ
る非化石エネルギー源の利用及び化石エネ
ルギー原料の有効な利用の促進に関する法
律施行令（平成21年政令第222号）第４条第
７号に規定するバイオマスをいう。以下同
じ。）又はバイオマスを原材料とする燃料を
熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の
用途に利用するための施設又は設備

　ク 　バイオマスを原材料とする燃料を製造す
るための施設又は設備

25．林業用として継続的な使用に供される作業路
26．農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業の経

営の近代化のための施設
27．商店街振興のために必要な共同利用施設
28．住民の交通の便に供するための自動車（雪

上車を含む。）及び渡船施設
29．除雪機械
30．簡易水道施設及び簡易水道施設であった水

道施設（平成19年４月１日以後の当該水道施
設に係る簡易水道事業の廃止又は変更（他の
簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易
水道事業以外の水道事業となったものに限
る。）により簡易水道施設でなくなったものに
限る。）

４．高齢者の福祉増進等のための施設整備に対す
る費用の一部補助。

５．公共下水の根幹的施設（幹線管渠等）の整備に
ついて県が代行することができる。

６．税制上の措置
　①　減価償却の特例
　②　事業税、不動産取得税、固定資産税の課税

免除又は不均一課税及びこれに伴う減収分の
交付税措置
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

【基準年の見直しに伴う激変緩和措置】 
　旧過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域につ
いて、③及び④に該当する市町村を過疎地域とする。 
③　人口要件
　ア　昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査までの55

年間の人口減少率が40％以上であること。
　イ　高齢者比率（65歳以上）が35％以上であるか又は若

年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和35年国勢調査から平成27年国勢調査までの55年
間の人口減少率が30％以上であること。

　　　ただし、ア、イの場合、平成２年国勢調査から平
成27年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

④　財政力要件
　②と同じ

【令和２年国勢調査を反映した要件】
①及び②に該当する市町村を過疎地域とする。 
①　人口要件（以下のいずれかに該当すること）
　ア　昭和55年国勢調査から令和２年国勢調査までの40

年間の人口減少率が30％以上であること。ただし、
財政力指数が0.40以下の場合は25％以上であること。

　イ　高齢者比率（65歳以上）が38％以上であるか又は若
年者比率（15歳以上30歳未満）が11％以下の場合は、
昭和55年国勢調査から令和２年国勢調査までの40年
間の人口減少率が25％以上であること。

　　　ただし、ア、イの場合、平成７年国勢調査から令
和２年国勢調査までの25年間で10％以上人口増加し
ている市町村は除く。

　ウ　平成７年国勢調査から令和２年国勢調査までの25
年間の人口減少率が23％以上であること。 

②　財政力要件
　　平成30年度から令和２年度までの３カ年平均の財政

力指数が0.51以下であり、かつ、公営競技収益が40億
円以下であること。 

２．総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣が公示。 
３．県過疎地域持続的発展方針に基づき過疎地域持続的

発展市町村計画を定め、総務大臣、農林水産大臣、国
土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働
大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出すること（策
定は任意だが、過疎対策事業債などの特別措置を受け
る場合には、策定が必要）。

11．火葬場
12．公民館その他の集会施設
13．消防施設
14．保育所及び児童館
15．認定こども園（就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律（平成18年法律第77号）第３条第１項又は第
３項の規定による認定を受けた施設及び幼保
連携型認定こども園をいう。）

16．高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図
るための施設

17．障害者又は障害児の福祉の増進を図るため
の施設

18．診療施設（巡回診療車及び巡回診療船並び
に患者輸送車及び患者輸送艇を含む。）

19．公立の小学校、中学校及び義務教育学校並
びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育
学校及び特別支援学校

20．市町村立の専修学校及び各種学校
21．図書館
22．集落の整備のための政令で定める用地及び

住宅
23．地域文化の振興等を図るための施設
24．太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他

の再生可能エネルギーを利用するための施設
で次に掲げるもののうち公用又は公共用に供
するもの（地方財政法施行令第46条第４号及
び第５号に掲げる事業を行う公営企業に係る
ものを除く。）

　ア 　太陽光を電気に変換するための施設又は
設備

　イ　風力を発電に利用するための施設又は設備
　ウ　水力を発電に利用するための施設又は設備
　エ 　地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に

利用するための施設又は設備
　オ 　太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途

に利用するための施設又は設備
　カ 　大気中の熱その他の自然界に存する熱

（エ、オに掲げるものを除く。）を給湯、暖房、
冷房その他の用途に利用するための施設又
は設備

　キ 　バイオマス（エネルギー供給事業者によ
る非化石エネルギー源の利用及び化石エネ
ルギー原料の有効な利用の促進に関する法
律施行令（平成21年政令第222号）第４条第
７号に規定するバイオマスをいう。以下同
じ。）又はバイオマスを原材料とする燃料を
熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の
用途に利用するための施設又は設備

　ク 　バイオマスを原材料とする燃料を製造す
るための施設又は設備

25．林業用として継続的な使用に供される作業路
26．農業（畜産業を含む。）、林業又は漁業の経

営の近代化のための施設
27．商店街振興のために必要な共同利用施設
28．住民の交通の便に供するための自動車（雪

上車を含む。）及び渡船施設
29．除雪機械
30．簡易水道施設及び簡易水道施設であった水

道施設（平成19年４月１日以後の当該水道施
設に係る簡易水道事業の廃止又は変更（他の
簡易水道事業を譲り受けることに伴い、簡易
水道事業以外の水道事業となったものに限
る。）により簡易水道施設でなくなったものに
限る。）

４．高齢者の福祉増進等のための施設整備に対す
る費用の一部補助。

５．公共下水の根幹的施設（幹線管渠等）の整備に
ついて県が代行することができる。

６．税制上の措置
　①　減価償却の特例
　②　事業税、不動産取得税、固定資産税の課税

免除又は不均一課税及びこれに伴う減収分の
交付税措置
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

31．市町村保健センター及びこども家庭セン
ター

32．公立の小学校、中学校若しくは義務教育学
校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若
しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要
な施設及び設備

33．公立の小学校、中学校若しくは義務教育学
校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若
しくは特別支援学校の教育又は職員のための
住宅

34．住民の日常的な移動のための交通手段の確
保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化
その他の住民が将来にわたり安全に安心して
暮らすことのできる地域社会の実現を図るた
め特別に地方債を財源として行うことが必要
と認められる事業（当該事業の実施のために
地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条の
規定により設けられる基金の積立てを含む。）

振 興 山 村 山村振興法 １．旧農林業センサス規則による林業調査（昭和35年）の
結果による旧市町村の区域に係る林野率が0.75以上で
あり、旧市町村の区域に係る人口を旧市町村の面積で
除して得た値が1.16人／町歩（116人／㎢）未満である
こと。 

２．施設の整備状況が十分でないため、旧市町村の区域
における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害さ
れていること。

３．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し、
公示すること。 

※市町村長は山村振興計画を作成し、県知事の同意を得
なければならない。

１　融資制度
　①　振興山村・過疎地域経営改善資金
　②　中山間地域活性化資金
　③　農業改良資金（償還期限等の特例）　等
２　補助率の嵩上げ
　①　農山漁村振興交付金の一部
　②　農山漁村地域整備交付金のうち農地整備事

業（経営体育成型）（補助率55／100）
３　採択基準等の緩和
　①　農山漁村地域整備交付金のうち農地整備事

業（うち基幹農道整備　受益面積30ha以上等）等
　②　農業競争力強化農地整備事業（うち公共牧

場整備事業）（既存草地面積50ha以上）
４　その他
　①　基幹的な市町村道及び農道、林道、漁港関

連道の整備（都道府県の代行）
　②　国有林野活用の特例的取扱い（分収造林契

約収益分収割合　造林者：国＝80：20　一般
地域70：30）

　③　辺地債についての特別措置
豪 雪 豪雪地帯対策特別措置法 １．昭和37年の積雪の終期までの30年以上の期間におけ

る累年平均積雪積算値が5,000cm・日以上の地域（豪雪
地域）の存する市町村で

　①　その区域の2／3以上が豪雪地域である市町村
　② 　市役所、役場又は政令で定める施設が豪雪地域内

にある市町村
　③ 　その区域の1／2以上が豪雪地域であり、かつ境界

線の延長の2／3以上が①、②に該当する市町村に接
している市町村

２．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し
公示すること。

１．補助採択基準の緩和
　　防災ダム事業受益面積70ha以上
　　（通常100ha以上） 
２．補助制度
　　医師往診用雪上車1／2 
３．地方交付税による措置
　　寒冷補正 
４．地方債による措置
　① 　一般補助施設整備等事業（豪雪対策事業 

（別枠））
　②　防災対策事業（自然災害防止事業）

特 別 豪 雪 豪雪地帯対策特別措置法 １．①、②いずれの要件も備えた市町村
　① 　昭和33～52年までの20年間の累年平均積雪積算値

が15,000cm・日以上の地域が1／2以上である市町村又
はその地域内に市役所もしくは役場が所在する市町村

　　 　又は昭和33～52年までの20年間の累年平均積雪積
算値が最高で20,000cm・日以上、最低で5,000cm・
日以上で、かつ単位面積当たりの累年平均積雪積算
値が10,000cm・日以上の市町村

　② 　積雪による自動車交通の途絶の状況、医療、義務
教育及び郵便物の集配の確保の困難性、財政力なら
びに集落の分散度の各要素について、その実情を総
合的にみて、住民の生活の支障度が著しい市町村。

２．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し
公示すること。

道路、除雪機械、関連防雪施設（雪覆工、流雪溝、
融雪施設等）

１．補助率のかさ上げ
　① 　小中学校分校校舎等の新増築、教職員住宅

の建築、小中学校舎等・寄宿舎の危険建物改
築

　　　5.5／10（通常1／2～1／3）
　②　農業農村整備事業
　　　1／2～5.5／10（通常4.5／10～1／2）
２．補助採択基準の緩和
　　農業農村整備事業
　　受益面積10ha、道路幅員3.0m以上
　　（通常20ha、4.5m以上）
３．基幹的市町村道の改築について県が代行する

ことができる。
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

31．市町村保健センター及びこども家庭セン
ター

32．公立の小学校、中学校若しくは義務教育学
校又は市町村立の中等教育学校の前期課程若
しくは特別支援学校の学校給食の実施に必要
な施設及び設備

33．公立の小学校、中学校若しくは義務教育学
校又は市町村立の高等学校、中等教育学校若
しくは特別支援学校の教育又は職員のための
住宅

34．住民の日常的な移動のための交通手段の確
保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化
その他の住民が将来にわたり安全に安心して
暮らすことのできる地域社会の実現を図るた
め特別に地方債を財源として行うことが必要
と認められる事業（当該事業の実施のために
地方自治法（昭和22年法律第67号）第241条の
規定により設けられる基金の積立てを含む。）

振 興 山 村 山村振興法 １．旧農林業センサス規則による林業調査（昭和35年）の
結果による旧市町村の区域に係る林野率が0.75以上で
あり、旧市町村の区域に係る人口を旧市町村の面積で
除して得た値が1.16人／町歩（116人／㎢）未満である
こと。 

２．施設の整備状況が十分でないため、旧市町村の区域
における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害さ
れていること。

３．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し、
公示すること。 

※市町村長は山村振興計画を作成し、県知事の同意を得
なければならない。

１　融資制度
　①　振興山村・過疎地域経営改善資金
　②　中山間地域活性化資金
　③　農業改良資金（償還期限等の特例）　等
２　補助率の嵩上げ
　①　農山漁村振興交付金の一部
　②　農山漁村地域整備交付金のうち農地整備事

業（経営体育成型）（補助率55／100）
３　採択基準等の緩和
　①　農山漁村地域整備交付金のうち農地整備事

業（うち基幹農道整備　受益面積30ha以上等）等
　②　農業競争力強化農地整備事業（うち公共牧

場整備事業）（既存草地面積50ha以上）
４　その他
　①　基幹的な市町村道及び農道、林道、漁港関

連道の整備（都道府県の代行）
　②　国有林野活用の特例的取扱い（分収造林契

約収益分収割合　造林者：国＝80：20　一般
地域70：30）

　③　辺地債についての特別措置
豪 雪 豪雪地帯対策特別措置法 １．昭和37年の積雪の終期までの30年以上の期間におけ

る累年平均積雪積算値が5,000cm・日以上の地域（豪雪
地域）の存する市町村で

　①　その区域の2／3以上が豪雪地域である市町村
　② 　市役所、役場又は政令で定める施設が豪雪地域内

にある市町村
　③ 　その区域の1／2以上が豪雪地域であり、かつ境界

線の延長の2／3以上が①、②に該当する市町村に接
している市町村

２．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し
公示すること。

１．補助採択基準の緩和
　　防災ダム事業受益面積70ha以上
　　（通常100ha以上） 
２．補助制度
　　医師往診用雪上車1／2 
３．地方交付税による措置
　　寒冷補正 
４．地方債による措置
　① 　一般補助施設整備等事業（豪雪対策事業 

（別枠））
　②　防災対策事業（自然災害防止事業）

特 別 豪 雪 豪雪地帯対策特別措置法 １．①、②いずれの要件も備えた市町村
　① 　昭和33～52年までの20年間の累年平均積雪積算値

が15,000cm・日以上の地域が1／2以上である市町村又
はその地域内に市役所もしくは役場が所在する市町村

　　 　又は昭和33～52年までの20年間の累年平均積雪積
算値が最高で20,000cm・日以上、最低で5,000cm・
日以上で、かつ単位面積当たりの累年平均積雪積算
値が10,000cm・日以上の市町村

　② 　積雪による自動車交通の途絶の状況、医療、義務
教育及び郵便物の集配の確保の困難性、財政力なら
びに集落の分散度の各要素について、その実情を総
合的にみて、住民の生活の支障度が著しい市町村。

２．国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が指定し
公示すること。

道路、除雪機械、関連防雪施設（雪覆工、流雪溝、
融雪施設等）

１．補助率のかさ上げ
　① 　小中学校分校校舎等の新増築、教職員住宅

の建築、小中学校舎等・寄宿舎の危険建物改
築

　　　5.5／10（通常1／2～1／3）
　②　農業農村整備事業
　　　1／2～5.5／10（通常4.5／10～1／2）
２．補助採択基準の緩和
　　農業農村整備事業
　　受益面積10ha、道路幅員3.0m以上
　　（通常20ha、4.5m以上）
３．基幹的市町村道の改築について県が代行する

ことができる。
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

農 産 農村地域への産業の導入
の促進等に関する法律

１．農業振興地域、振興山村、過疎地域を含む市町村。
　　ただし、人口20万人以上の市、及び人口10万人以上

で人口増加率が全国平均を上回る市は除外。 
２．主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣及び厚生労

働大臣）が基本方針を定めて、都道府県が基本計画を
定め、市町村が実施計画を定める。

１．税制措置
　　農用地等を譲渡した場合の所得税の軽減
２．金融上の措置
　　日本政策金融公庫の融資（地域活性化・雇用

促進資金）

特 定 農 山 村 特定農山村地域における
農林業等の活性化のため
の基盤整備の促進に関す
る法律

１．市町村の区域（平成５年９月27日現在）
　　次の①～③に該当する地域
　①　次のいずれかに該当すること。
　　イ 　当該区域にある田の面積のうち、勾配が1／20

以上の田の比率が50／100以上かつ、耕地面積の
うち田の比率が33／100以上であること、又は、
畑のうち勾配が15度以上の畑の比率が50／100以
上かつ、耕地面積のうち畑の比率が33／100以上
であること。

　　ロ　林野率が75／100以上であること。
　②　次のいずれかに該当すること。
　　イ 　平成２年における当該区域の土地総面積のうち

耕地面積及び林野面積の比率が81／100以上であ
ること。

　　ロ 　農林業従事者数が人口（15歳以上）の10／100以
上であること。

　③ 　平成５年９月１日における当該区域の人口が10万
人未満であること。

２．上記の②に該当する旧市町村の区域（昭和25年２月
１日現在） 

　上記の①及び③に該当すること。

１．各種補助率の嵩上げ
２．税制上の措置
　　固定資産税の不均一課税に伴う減収分の交付

税措置 
３．金融上の措置
　　地方債についての配慮
４．その他
　①　農地法等の特例
　②　都市計画法の特例
　③　登記の特例
　④　土地改良法の特例

原 発 立 地 原子力発電施設等立地地
域の振興に関する特別措
置法

１．都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、立地
地域の指定を申出。

　（要件） 
　① 　自然的経済的社会的条件からみて一体として振興

することが必要であると認められること。
　② 　発生電力量の合計が、政令で定める規模以上であ

ること。
　③ 　大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるも

の又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について
政令で定める要件に該当するものに属さないこと。

２．原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が原子
力発電施設等立地地域を指定。 

３．都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、原子
力発電施設等立地地域の振興に関する計画を提出。

４．原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が振興
計画を決定し、各種支援措置の対象となる。 

１．補助率の引上げ 
　　道路、港湾、漁港、消防用施設、義務教育施

設の５事業について、主として補助率が5.0／10
から5.5／10に引上げ。 

２．税制上の措置
　　事業税、不動産取得税、固定資産税の不均一

課税及びこれに伴う減収分の交付税措置。 
３．地方債による措置
　　総務大臣が指定した地方債の元利償還に対す

る交付税措置。
４．国による財政上、金融上、税制上の措置に関

する努力義務。
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事項
指定区分 根　拠　法　令 指　定　要　件　及　び　基　準 起　債　対　象　事　業 主 な 財 政 上 の 特 例 措 置

農 産 農村地域への産業の導入
の促進等に関する法律

１．農業振興地域、振興山村、過疎地域を含む市町村。
　　ただし、人口20万人以上の市、及び人口10万人以上

で人口増加率が全国平均を上回る市は除外。 
２．主務大臣（農林水産大臣、経済産業大臣及び厚生労

働大臣）が基本方針を定めて、都道府県が基本計画を
定め、市町村が実施計画を定める。

１．税制措置
　　農用地等を譲渡した場合の所得税の軽減
２．金融上の措置
　　日本政策金融公庫の融資（地域活性化・雇用

促進資金）

特 定 農 山 村 特定農山村地域における
農林業等の活性化のため
の基盤整備の促進に関す
る法律

１．市町村の区域（平成５年９月27日現在）
　　次の①～③に該当する地域
　①　次のいずれかに該当すること。
　　イ 　当該区域にある田の面積のうち、勾配が1／20

以上の田の比率が50／100以上かつ、耕地面積の
うち田の比率が33／100以上であること、又は、
畑のうち勾配が15度以上の畑の比率が50／100以
上かつ、耕地面積のうち畑の比率が33／100以上
であること。

　　ロ　林野率が75／100以上であること。
　②　次のいずれかに該当すること。
　　イ 　平成２年における当該区域の土地総面積のうち

耕地面積及び林野面積の比率が81／100以上であ
ること。

　　ロ 　農林業従事者数が人口（15歳以上）の10／100以
上であること。

　③ 　平成５年９月１日における当該区域の人口が10万
人未満であること。

２．上記の②に該当する旧市町村の区域（昭和25年２月
１日現在） 

　上記の①及び③に該当すること。

１．各種補助率の嵩上げ
２．税制上の措置
　　固定資産税の不均一課税に伴う減収分の交付

税措置 
３．金融上の措置
　　地方債についての配慮
４．その他
　①　農地法等の特例
　②　都市計画法の特例
　③　登記の特例
　④　土地改良法の特例

原 発 立 地 原子力発電施設等立地地
域の振興に関する特別措
置法

１．都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、立地
地域の指定を申出。

　（要件） 
　① 　自然的経済的社会的条件からみて一体として振興

することが必要であると認められること。
　② 　発生電力量の合計が、政令で定める規模以上であ

ること。
　③ 　大都市及びその周辺の地域のうち政令で定めるも

の又はそれ以外の地域で工業の集積の程度について
政令で定める要件に該当するものに属さないこと。

２．原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が原子
力発電施設等立地地域を指定。 

３．都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴き、原子
力発電施設等立地地域の振興に関する計画を提出。

４．原子力立地会議の審議を経て、内閣総理大臣が振興
計画を決定し、各種支援措置の対象となる。 

１．補助率の引上げ 
　　道路、港湾、漁港、消防用施設、義務教育施

設の５事業について、主として補助率が5.0／10
から5.5／10に引上げ。 

２．税制上の措置
　　事業税、不動産取得税、固定資産税の不均一

課税及びこれに伴う減収分の交付税措置。 
３．地方債による措置
　　総務大臣が指定した地方債の元利償還に対す

る交付税措置。
４．国による財政上、金融上、税制上の措置に関

する努力義務。
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地 域 指 定 一 覧 表
令和８年４月１日現在

区　　分

市町村名
辺　地 過　疎 振　興

山　村
豪雪及
び特別
豪　雪

農　産 特　定
農山村

原　発
立　地

福 島 市 ⑥ ○ ○ ⑤

会 津 若 松 市 ② ④ ○ ○ ④

郡 山 市 ③ ○ ⑧

い わ き 市 ㊳ ⑤ ⑫ ○

白 河 市 ③ ○ ② ○ ③

須 賀 川 市 ○ ○ ①

喜 多 方 市 ⑥ ○ ⑦ ○　◎ ○ ⑫

相 馬 市 ① ② ○ ② ○

二 本 松 市 ○ ○ ⑤

田 村 市 ④ ○ ① ○ ⑥ ○

南 相 馬 市 ② ○ ○

伊 達 市 ① ○ ○ ⑦

本 宮 市 ③

市 計 8 ○58 6 9 ㉜ 4 10 11 � 4

桑 折 町 ○ ②

国 見 町 ○ ○

川 俣 町 ⑥ ○ ④ ○ ⑤

大 玉 村 ① ○ ①

鏡 石 町

天 栄 村 ① ○ ③ ○ ○ ④

下 郷 町 ⑤ ○ ③ ◎ ③

檜 枝 岐 村 ○ ① ◎ ①

只 見 町 ⑤ ○ ③ ◎ ③

南 会 津 町 ⑤ ○ ⑧ ○　◎ ○ ⑧
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区　　分

市町村名
辺　地 過　疎 振　興

山　村
豪雪及
び特別
豪　雪

農　産 特　定
農山村

原　発
立　地

北 塩 原 村 ② ○ ③ ◎ ③

西 会 津 町 ④ ○ ⑤ ◎ ○ ⑪

磐 梯 町 ○ ◎

猪 苗 代 町 ① ○ ① ◎ ○ ⑥

会 津 坂 下 町 ③ ○ ○ ○

湯 川 村 ○

柳 津 町 ④ ○ ② ◎ ○ ②

三 島 町 ① ○ ① ◎ ②

金 山 町 ⑦ ○ ④ ◎ ○ ③

昭 和 村 ④ ○ ① ◎ ①

会 津 美 里 町 ① ○ ② ○　◎ ○ ⑦

西 郷 村 ① ○

泉 崎 村 ○

中 島 村 ○

矢 吹 町 ○

棚 倉 町 ③ ③ ○ ⑤

矢 祭 町 ③ ○ ② ③

塙 町 ④ ○ ② ○ ④

鮫 川 村 ⑥ ○ ① ①

石 川 町 ○ ○ ①

玉 川 村 ① ○

平 田 村 ① ○ ○

浅 川 町 ④ ○ ①

古 殿 町 ④ ○ ○ ②

三 春 町 ○ ⑦

小 野 町 ④ ○ ① ○

広 野 町 ① ① ○
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区　　分

市町村名
辺　地 過　疎 振　興

山　村
豪雪及
び特別
豪　雪

農　産 特　定
農山村

原　発
立　地

楢 葉 町 ① ○ ② ○

富 岡 町 ○ ○

川 内 村 ④ ○ ① ① ○

大 熊 町 ① ① ○

双 葉 町 ○

浪 江 町 ② ○ ② ○ ② ○

葛 尾 村 ① ○ ① ① ○

新 地 町 ○ ○

飯 舘 村 ⑨ ○ ② ○ ② ○

町 村 計 27 ○95 28 28 ○61 16 30 31 ○96 10

県 計 35 ○153 34 37 ○93 20 40 42 ○161 14

●辺地の「○」の中の数値は当該市町村が有する辺地の数（令和８年３月31日時点）。
●過疎の「○」には市町村の全域または一部が過疎の場合も含む。
　（一部過疎となる地域は、白河市の区域のうち旧表郷村及び旧大信村、須賀川市の区域のうち旧長

沼町及び旧岩瀬村、伊達市の区域のうち旧梁川町、旧霊山町及び旧月舘町、二本松市の区域のうち
旧東和町及び旧岩代町。）

●振興山村において、「○」の中の数値は当該地域指定を受けた旧町村数を表す。
●豪雪及び特別豪雪において、「○」は豪雪（市町村の一部区域のみが豪雪の場合も含む）、「◎」は特別

豪雪を表す。
●同一市町村内に豪雪と特別豪雪が並存する場合は、「○　◎」と表示。
●農産の「○」は市町村の一部のみが当該地域指定を受けている場合を含む。
●特定農山村において、「○」の中の数値は当該地域指定を受けた旧町村数を表す。
●原発立地の「○」は市町村の一部のみが当該地域指定を受けている場合を含む。
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　　一部事務組合等一覧
○一部事務組合� 令和７年４月１日現在

番
号

コード�
番　号 組合の名称 事務所所在地�

電話・FAX・Eメール 設立年月日 管理者 共同処理する事務 構成団体名 職員数

1 078026 福島県市町村総
合事務組合
�

〒960-8043
福島市中町8-2　自治会館内

TEL�（024）522-2373�
FAX�522-2370�
soumu@fukushima-sg.jp�

昭和54年４月１日 下 郷 町 長 ①常勤職員に対する退職手当
の支給事務

②消防団員等の公務災害に対
する補償事務

③消防団員に対する退職報償
金の支給事務

④消防賞じゅつ金の支給事務
⑤議会議員その他非常勤職員
の公務災害に対する補償事
務（学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師を含む）

県内全市町村、�
一部事務組合及び�
広域連合

7

2 078077 福島県市民交通
災害共済組合

〒960-8043�
福島市中町8-2　自治会館内�
�
TEL�（024）522-6682�
FAX�524-0322�
kotsu@fksm.jp

昭和43年４月１日 白 河 市 長 ○交通災害共済に関する事務 県内各市

0

3 078719 安達地方広域行
政組合

〒964-0912�
二本松市上竹二丁目172番地�
�
TEL�（0243）22-1101�
FAX�22-1102�
soumu@adachikouiki.lg.jp

昭和47年４月１日 二本松市長 ①安達地方の創造的、一体的
な振興整備に資する地域振
興事業の実施及び連絡調整

②消防（消防団に関する事を
除く）

③ごみ処理及びし尿処理
④浄化槽法に基づく浄化槽清
掃業の許可等

⑤救急医療体制の整備
⑥斎場の設置及び管理

二本松市　本宮市
大玉村

141

4 078115 伊達地方衛生処
理組合

〒960-0650�
伊達市保原町字西新田1-1�
�
TEL�（024）582-2051�
FAX�582-4641�
date-eisei.soumu1@jasmine.ocn.ne.jp

昭和35年７月４日 伊 達 市 長 ①し尿処理�
②ごみ処理�

伊達市　桑折町　�
国見町　福島市　�
川俣町 15

5 078697 伊達地方消防組
合

〒960-0634�
伊達市保原町大泉字大地内93番地1�
�
TEL�（024）575-0180�
FAX�575-4103�
soumu@date119.jp

昭和46年４月１日 伊 達 市 長 ○消防事務（消防団及び消防
水利に関する事務を除く。）

伊達市　桑折町　�
国見町　川俣町

149

6 078093 公立藤田病院組
合

〒969-1793�
伊達郡国見町大字塚野目字三本木14番地�
�
TEL�（024）585-2121�
FAX�585-5892�
info@fujita-hp.jp

昭和26年５月１日 国 見 町 長 ○病院事業 国見町　桑折町　�
伊達市

387

7 078069 川俣方部衛生処
理組合

〒960-1401�
伊達郡川俣町飯坂字下戸山9-4�
�
TEL�（024）565-2720��
FAX�563-5171�
kawa-ei@khaki.plala.or.jp

昭和38年12月28日 川 俣 町 長 ○し尿処理 川俣町　福島市

2

8 078085 福島県伊達郡国
見町桑折町有北
山組合

〒969-1792�
伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7�
�
TEL�（024）585-2986�
FAX�585-2181�
sangyo@town.kunimi.fukushima.jp

明治40年７月13日 国 見 町 長 ○国見町、桑折町の一部地区
の既得共有に係る土地に関
する事務

国見町　桑折町

0

9 078859 福島地方水道用
水供給企業団

〒960-0201�
福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1�
�
TEL�（024）541-4100�
FAX�541-4180�
f-wsa@siren.ocn.ne.jp

昭和60年10月５日 企 業 長�
（福島市長）

○水道用水供給施設の設置運
営

福島市　二本松市�
伊達市　桑折町　�
国見町　川俣町 21

10 078760 郡山地方広域消
防組合

〒963-8877�
郡山市堂前町5番16号
�
TEL�（024）923-8171�
FAX�923-1228�
somu-shomu@shobo.koriyama.fukushima.jp

昭和48年４月１日 郡 山 市 長 ○消防本部及び消防署の設置、
運営、救急施設の設置、運
営

郡山市　田村市　�
三春町　小野町

406

11 078191 公立岩瀬病院企
業団

〒962-8503�
須賀川市北町20番地�
�
TEL�（0248）75-3111��
FAX�73-2417�
koho@iwase-hp.jp

明治５年４月16日 企 業 長 ○病院経営の事務 須賀川市　鏡石町
天栄村　玉川村

400

12 078492 公立小野町地方
綜合病院企業団

〒963-3401�
田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2�
�
TEL�（0247）72-3181��
FAX�72-3837�
soumu@ono-hp.jp

昭和28年12月28日 企 業 長 ○公立小野町地方綜合病院の
設置、運営

小野町　田村市　�
平田村　川内村　�
いわき市 124
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　　一部事務組合等一覧
○一部事務組合� 令和７年４月１日現在

番
号

コード�
番　号 組合の名称 事務所所在地�

電話・FAX・Eメール 設立年月日 管理者 共同処理する事務 構成団体名 職員数

1 078026 福島県市町村総
合事務組合
�

〒960-8043
福島市中町8-2　自治会館内

TEL�（024）522-2373�
FAX�522-2370�
soumu@fukushima-sg.jp�

昭和54年４月１日 下 郷 町 長 ①常勤職員に対する退職手当
の支給事務

②消防団員等の公務災害に対
する補償事務

③消防団員に対する退職報償
金の支給事務

④消防賞じゅつ金の支給事務
⑤議会議員その他非常勤職員
の公務災害に対する補償事
務（学校医、学校歯科医及
び学校薬剤師を含む）

県内全市町村、�
一部事務組合及び�
広域連合

7

2 078077 福島県市民交通
災害共済組合

〒960-8043�
福島市中町8-2　自治会館内�
�
TEL�（024）522-6682�
FAX�524-0322�
kotsu@fksm.jp

昭和43年４月１日 白 河 市 長 ○交通災害共済に関する事務 県内各市

0

3 078719 安達地方広域行
政組合

〒964-0912�
二本松市上竹二丁目172番地�
�
TEL�（0243）22-1101�
FAX�22-1102�
soumu@adachikouiki.lg.jp

昭和47年４月１日 二本松市長 ①安達地方の創造的、一体的
な振興整備に資する地域振
興事業の実施及び連絡調整

②消防（消防団に関する事を
除く）

③ごみ処理及びし尿処理
④浄化槽法に基づく浄化槽清
掃業の許可等

⑤救急医療体制の整備
⑥斎場の設置及び管理

二本松市　本宮市
大玉村

141

4 078115 伊達地方衛生処
理組合

〒960-0650�
伊達市保原町字西新田1-1�
�
TEL�（024）582-2051�
FAX�582-4641�
date-eisei.soumu1@jasmine.ocn.ne.jp

昭和35年７月４日 伊 達 市 長 ①し尿処理�
②ごみ処理�

伊達市　桑折町　�
国見町　福島市　�
川俣町 15

5 078697 伊達地方消防組
合

〒960-0634�
伊達市保原町大泉字大地内93番地1�
�
TEL�（024）575-0180�
FAX�575-4103�
soumu@date119.jp

昭和46年４月１日 伊 達 市 長 ○消防事務（消防団及び消防
水利に関する事務を除く。）

伊達市　桑折町　�
国見町　川俣町

149

6 078093 公立藤田病院組
合

〒969-1793�
伊達郡国見町大字塚野目字三本木14番地�
�
TEL�（024）585-2121�
FAX�585-5892�
info@fujita-hp.jp

昭和26年５月１日 国 見 町 長 ○病院事業 国見町　桑折町　�
伊達市

387

7 078069 川俣方部衛生処
理組合

〒960-1401�
伊達郡川俣町飯坂字下戸山9-4�
�
TEL�（024）565-2720��
FAX�563-5171�
kawa-ei@khaki.plala.or.jp

昭和38年12月28日 川 俣 町 長 ○し尿処理 川俣町　福島市

2

8 078085 福島県伊達郡国
見町桑折町有北
山組合

〒969-1792�
伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7�
�
TEL�（024）585-2986�
FAX�585-2181�
sangyo@town.kunimi.fukushima.jp

明治40年７月13日 国 見 町 長 ○国見町、桑折町の一部地区
の既得共有に係る土地に関
する事務

国見町　桑折町

0

9 078859 福島地方水道用
水供給企業団

〒960-0201�
福島市飯坂町字沼ノ上1番地の1�
�
TEL�（024）541-4100�
FAX�541-4180�
f-wsa@siren.ocn.ne.jp

昭和60年10月５日 企 業 長�
（福島市長）

○水道用水供給施設の設置運
営

福島市　二本松市�
伊達市　桑折町　�
国見町　川俣町 21

10 078760 郡山地方広域消
防組合

〒963-8877�
郡山市堂前町5番16号
�
TEL�（024）923-8171�
FAX�923-1228�
somu-shomu@shobo.koriyama.fukushima.jp

昭和48年４月１日 郡 山 市 長 ○消防本部及び消防署の設置、
運営、救急施設の設置、運
営

郡山市　田村市　�
三春町　小野町

406

11 078191 公立岩瀬病院企
業団

〒962-8503�
須賀川市北町20番地�
�
TEL�（0248）75-3111��
FAX�73-2417�
koho@iwase-hp.jp

明治５年４月16日 企 業 長 ○病院経営の事務 須賀川市　鏡石町
天栄村　玉川村

400

12 078492 公立小野町地方
綜合病院企業団

〒963-3401�
田村郡小野町大字小野新町字槻木内6番地2�
�
TEL�（0247）72-3181��
FAX�72-3837�
soumu@ono-hp.jp

昭和28年12月28日 企 業 長 ○公立小野町地方綜合病院の
設置、運営

小野町　田村市　�
平田村　川内村　�
いわき市 124

番
号

コード�
番　号 組合の名称 事務所所在地�

電話・FAX・Eメール 設立年月日 管理者 共同処理する事務 構成団体名 職員数

13 078751 須賀川地方広域
消防組合

〒962-0022�
須賀川市丸田町153番地�
�
TEL�（0248）76-3111�
FAX�75-3917�
soumu@sukagawa119.jp

昭和48年４月１日 須賀川市長 ①消防本部及び消防署の設置、
運営に関すること。

②救急施設の設置、運営に関
すること。
�

須賀川市　鏡石町�
天栄村　石川町　�
玉川村　平田村　�
浅川町　古殿町 210

14 078204 須賀川地方保健
環境組合

〒962-0001�
須賀川市森宿字ビワノ首43番地1�
�
TEL�（0248）73-4515�
FAX�73-4526�
kumikan@beige.plala.or.jp

昭和38年１月30日 須賀川市長 ①�し尿処理施設の設置運営に
関すること
②�ごみ処理施設の設置運営に
関すること
③休日夜間急病診療所の設置
運営に関すること
④救急医療施設運営費補助事
業及び救急医療の整備に関
すること
⑤斎場の設置運営に関するこ
と

須賀川市　鏡石町
天栄村

15

15 078468 石川地方生活環
境施設組合

〒963-7825�
石川郡石川町大字沢井字川井255�
�
TEL�（0247）26-2784�
FAX�26-2649�
kankyou11@ecokumi.com

昭和36年６月１日 石 川 町 長 ①し尿処理�
②ごみ処理�
③火葬場�
④墓地�

石川町　浅川町　�
古殿町　平田村　�
玉川村 14

16 078671 白河地方広域市
町村圏整備組合

〒961-0416�
白河市表郷金山字長者久保2番地�
�
TEL�（0248）21-5193�
FAX�21-9953�
zimukyoku@kouiki.shirakawa.jp�

昭和45年９月１日 白 河 市 長 ①組合市町村との連絡調整に
関すること

②消防に関すること（消防団
に関することを除く）

③救急医療運営費補助事業に
関すること

④介護保険法（平成９年法律
第123号）第27条から第35
条まで及び第37条に規定す
る介護認定審査会の設置及
び運営並びにそれに必要な
業務に関すること

⑤障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第
123号）に基づく介護給付
費等の支給に関する審査会
の設置及び運営並びにそれ
に必要な業務に関すること

⑥情報通信ネットワーク及び
共同運用システムの運営管
理に関すること

⑦組合市町村のうち白河市、
矢吹町、西郷村、泉崎村、
中島村に関する廃棄物処理
施設の設置及び運営管理に
関すること

⑧組合市町村のうち白河市、
矢吹町、西郷村、泉崎村、
中島村、棚倉町に関する水
道用水供給施設の設置及び
経営に関すること

⑨地方税法（昭和25年法律第
226号）の規定に基づき、
組合市町村が賦課徴収する
こととされている地方税並
びに森林環境税及び森林環
境譲与税に関する法律（平
成31年法律第３号）第７条
の規定により個人の市町村
民税の均等割及び個人の道
府県民税の均等割の賦課徴
収と併せて賦課徴収するこ
ととされている森林環境税
に係る滞納事案のうち、組
合市町村の長との協議によ
り組合が処理することと
なった事案に係る滞納整理
に関すること。

白河市　矢吹町　�
西郷村　泉崎村　�
中島村　棚倉町　�
矢祭町　塙町　�
鮫川村

232

17 078441 東白衛生組合 〒963-5406�
東白川郡塙町大字上渋井字岩下18-7�
�
TEL�（0247）43-0378�
FAX�43-3866�
f-touei@muse.ocn.ne.jp

昭和37年４月26日 塙 町 長 ①し尿処理業務�
②ごみ処理業務�
③火葬業務�

棚倉町　塙町　�
矢祭町　鮫川村

19

18 078727 会津若松地方広
域市町村圏整備
組合

〒965-0037�
会津若松市中央三丁目10-12�
�
TEL�（0242）24-6311�
FAX�24-6313�
aizu.kouiki1@119-aizu.jp�

昭和47年４月１日 会津若松市長 ①消防（消防団に関すること
を除く。）

②ごみ処理施設の設置、管理
及び運営

③し尿処理施設の設置、管理
及び運営

④介護認定審査会の設置及び
運営

⑤水道用水供給施設の設置及
び運営（会津若松市、会津
坂下町及び会津美里町に限
る。）

会津若松市�
磐梯町�
猪苗代町�
会津坂下町�
湯川村　柳津町�
三島町　金山町�
昭和村　�
会津美里町

326
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番
号

コード�
番　号 組合の名称 事務所所在地�

電話・FAX・Eメール 設立年月日 管理者 共同処理する事務 構成団体名 職員数

19 078689 喜多方地方広域
市町村圏組合

〒966-0015�
喜多方市関柴町上高額字割田4番地1�
�
TEL�（0241）22-3426�
FAX�22-2734�
info@kouiki.kitakata.fukushima.jp�

昭和46年４月１日 喜多方市長 ①喜多方地方広域事業計画
（組合市町村の一体的な地
域振興を図るための計画を
いう。）の策定、事業の実
施及び連絡調整

②消防（消防団に関すること
を除く。）

③し尿処理・ごみ処理
④救急医療体制の整備
⑤研修
⑥斎場の設置及び管理運営
⑦喜多方プラザの管理運営
⑧介護認定審査会の設置及び
審査判定業務

⑨喜多方地方広域的地域情報
通信ネットワークの整備及
び管理運営

⑩障害者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援するた
めの法律（平成17年法律第
123号）第15条に規定する
審査会の設置及び審査判定
業務

喜多方市　�
北塩原村　�
西会津町

136

20 078255 磐梯町外一市二
町一ヶ村組合

〒969-3392�
耶麻郡磐梯町大字磐梯字中ノ橋1855番地�
�
TEL�（0242）74-1223��
FAX�73-2115�
bandaimachi_hoka@town.bandai.fukushima.jp

明治33年11月24日 磐 梯 町 長 入会林野の維持管理及び処分 磐梯町　�
会津若松市　�
湯川村�
猪苗代町� 0

21 078778 南会津地方広域
市町村圏組合

〒967-0004�
南会津郡南会津町田島字西上川原乙65番地�
�
TEL�（0241）62-0054�
FAX�62-0115�
soumu@minamiaizu-kouiki.jp�

昭和48年４月１日 南会津町長 ①視聴覚教育に関すること。
②広域観光事業に関すること。
③救急医療体制の整備に関す
ること。

④老人ホーム入所判定委員会
に関すること。

⑤介護認定審査会の設置及び
運営に関すること。

⑥消防に関すること（消防団
に関することを除く。）

⑦特別養護老人ホームの整備
に関すること。

⑧語学指導等を行う外国青年
招致に関すること。

⑨一般廃棄物処理施設の設置
及び管理運営に関すること
（南会津町、下郷町及び只
見町に限る。）。

⑩廃棄物の処理及び清掃に関
する法律（昭和45年法律第
137号）に基づく事務のう
ち次に掲げる事項に関する
こと（南会津町、下郷町及
び只見町に限る。）。

ア�一般廃棄物処理計画の策
定に関すること。

イ�一般廃棄物の収集、運搬、
処分に関すること。

ウ�一般廃棄物処理業の許可
等（報告の徴収、立入検査、
改善命令を含む。）に関す
ること。

エ�一般廃棄物と併せて処理
することができる産業廃棄
物の処理に関すること。

⑪容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律（平成７年法律第
112号）に基づく事務のう
ち次に掲げる事項に関する
こと（南会津町、下郷町及
び只見町に限る。）。

ア�容器包装廃棄物の分別収
集計画の策定に関すること。

イ�容器包装廃棄物の収集、
運搬、処分に関すること。

⑫浄化槽法（昭和58年法律第
43号）に基づく浄化槽清掃
業の許可等（指示、許可の
取消し、事業の停止等を含
む。）に関すること（南会
津町、下郷町及び只見町に
限る。）。

⑬火葬場の設置運営に関する
こと（南会津町、下郷町及
び只見町に限る。）。

南会津町　下郷町
檜枝岐村　只見町

127
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番
号

コード�
番　号 組合の名称 事務所所在地�

電話・FAX・Eメール 設立年月日 管理者 共同処理する事務 構成団体名 職員数

22 078735 双葉地方広域市
町村圏組合

〒979-1111�
双葉郡富岡町小浜553-1
�
TEL�（0240）22-3333�
FAX�22-4076�
info@futaba-koiki.jp�
�

昭和47年４月１日 大 熊 町 長 ①�消防に関すること（消防団
は除く）

②�町村職員の研修に関するこ
と

③�准看護学院の設置及び管理
に関すること

④�し尿処理施設、ごみ処理施
設、産業廃棄物最終処分場
の設置及び管理運営に関す
ること

⑤廃棄物の処理及び清掃に関
する法律及び浄化槽法に規
定する市町村の事務に関す
ること

⑥�共同汚泥焼却施設の設置及
び管理運営に関すること
（川内村、葛尾村を除く）
⑦�斎場の設置及び管理運営に
関すること

⑧�構成町村に波及する地域振
興事業の実施に関すること

⑨�救急医療対策事業にかかる
補助金交付に関すること

⑩�介護認定審査会の設置及び
運営に関すること

⑪�障害支援区分認定審査会の
設置及び運営に関すること

⑫�双葉郡立診療所の設置及び
管理に関すること

⑬災害弔慰金審査会の設置及
び運営に関すること

広野町　楢葉町　�
富岡町　川内村　�
大熊町　双葉町　�
浪江町　葛尾村

150

23 078883 双葉地方水道企
業団

〒979-0515�
双葉郡楢葉町大字上小塙字小山6-2
�
TEL�（0240）25-5315　
FAX�25-5385�
soumu@f-mizu.jp

平成３年３月18日 企 業 長
（楢葉町長）

①水道事業�
②工業用水道事業�

広野町　楢葉町　�
富岡町　大熊町　�
双葉町 29

24 078701 相馬地方広域市
町村圏組合

〒976-8601�
相馬市中村字北町63番地の3
�
TEL�（0244）35-0211�
FAX�36-8932�
soma-koiki@theia.ocn.ne.jp�

昭和46年７月１日 南相馬市長 ①消防に関すること（消防団
に関することを除く。）

②看護専門学校の設置及び管
理運営に関すること

③ごみ処理の広域化に関する
こと

④救急医療対策事業にかかる
補助金交付に関すること

⑤構成市町村に波及する地域
振興事業の実施に関する事
務

⑥基幹相談支援センターに関
すること

相馬市　南相馬市
新地町　飯舘村

173

25 078891 相馬地方広域水
道企業団

〒976-0001�
相馬市大野台二丁目3番地の5�
�
TEL�（0244）35-6800　�
FAX�36-2409�
soumu@suido-soma.jp

平成4年８月17日 企 業 長
（相馬市長）

○水道事業 相馬市　新地町　�
南相馬市（鹿島区）�
� 26

26 078620 相馬方部衛生組
合

〒976-8601�
相馬市中村字北町63番地の3　
�
TEL�（0244）35-4124�　�
FAX�35-4143�
somahobu@eagle.ocn.ne.jp

昭和39年１月10日 相 馬 市 長 ①し尿処理�
②ごみ焼却場�
③火葬場�
④病院�
⑤訪問看護ステーション�
⑥松川浦環境公園
⑦有害鳥獣焼却場

相馬市　新地町

220

○広域連合
番
号

コード�
番　号 組合の名称 事務所所在地�

電話・FAX・Eメール 設立年月日 管理者 共同処理する事務 構成団体名 職員数

1 078921 福島県後期高齢
者医療広域連合

〒960-8043�
福島市中町8番2号　自治会館２階�
�
TEL�（024）528-9025　�
FAX�521-0254�
f-info@fukushima-kouiki.jp

平成19年２月１日 連 合 長
（福島市長）

後期高齢者医療制度に関する
事務のうち
①被保険者の資格の管理に関
する事務

②医療給付に関する事務
③保険料の賦課に関する事務
④保健事業に関する事務
⑤その他後期高齢者医療制度
の施行に関する事務

県内全市町村

1
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一部事務組合（普通会計・交通災害共済事業会計）の状況

802 807 806 808 811 869 871 820 846 875 876 867 844 872 825 868 877 893 870 862 873 892

組合名

�

区　分

市
町
村
総
合
事
務
組
合

市
民
交
通
災
害
共
済
組
合

川
俣
方
部
衛
生
処
理
組
合

国
見
町
桑
折
町
有
北
山
組
合

伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合

伊
達
地
方
消
防
組
合

安
達
地
方
広
域
行
政
組
合

須
賀
川
地
方
保
健
環
境
組
合

石
川
地
方
生
活
環
境
施
設
組
合

須
賀
川
地
方
広
域
消
防
組
合

郡
山
地
方
広
域
消
防
組
合

白
河
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合

東

白

衛

生

組

合

会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合

磐
梯
町
外
一
市
二
町
一
村
組
合

喜
多
方
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

南
会
津
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

南
会
津
地
方
環
境
衛
生
組
合

相
馬
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

相
馬
方
部
衛
生
組
合

双
葉
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

福島県市町村
総合事務組合�
加入状況

退職手当支給事務 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
消防賞じゅつ金 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
公務災害（議員・非常勤） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

議会 議会議員公務災害補償 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

総務

１�退職手当支給事務 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
２�非常勤職員公務災害補償 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
３�事務機械共同施設
４�市町村税滞納整理 ○
５�財産管理 ○
６�その他 ● ● ● ● ● ● ●

民生
１�老人福祉施設 ○
２�その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

衛生

１�伝染病
２�じんかい処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
３�し尿処理 ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○
４�火葬場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５�その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農林�
水産

１�林野（造林を含む） ● ●
２�農業用水
３�その他

商工 　�商　　工 ○

土木
１�道路維持管理
２�治　水
３�その他

消防
１�常備消防 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
２�消防災害補償 ○
３�その他 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

教育

１�小学校
２�中学校
３�高等学校
４�その他 ○ ○
　　そ　　の　　他

財産区組合

事

業

会

計

１�収益事業
２�国民健康保険事業
３�老人保健医療事業
４�後期高齢者医療事業 �� ●
５�介護保険事業
６�交通災害共済事業 ●
７�農業共済事業
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令和７年３月31日現在（令和６年度地方財政状況調査〔01表、07～13表〕）

802 807 806 808 811 869 871 820 846 875 876 867 844 872 825 868 877 893 870 862 873 892

組合名

�

区　分

市
町
村
総
合
事
務
組
合

市
民
交
通
災
害
共
済
組
合

川
俣
方
部
衛
生
処
理
組
合

国
見
町
桑
折
町
有
北
山
組
合

伊
達
地
方
衛
生
処
理
組
合

伊
達
地
方
消
防
組
合

安
達
地
方
広
域
行
政
組
合

須
賀
川
地
方
保
健
環
境
組
合

石
川
地
方
生
活
環
境
施
設
組
合

須
賀
川
地
方
広
域
消
防
組
合

郡
山
地
方
広
域
消
防
組
合

白
河
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合

東

白

衛

生

組

合

会
津
若
松
地
方
広
域
市
町
村
圏
整
備
組
合

磐
梯
町
外
一
市
二
町
一
村
組
合

喜
多
方
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

南
会
津
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

南
会
津
地
方
環
境
衛
生
組
合

相
馬
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

相
馬
方
部
衛
生
組
合

双
葉
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

福島県市町村
総合事務組合�
加入状況

退職手当支給事務 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
消防賞じゅつ金 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
公務災害（議員・非常勤） △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

議会 議会議員公務災害補償 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

総務

１�退職手当支給事務 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
２�非常勤職員公務災害補償 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
３�事務機械共同施設
４�市町村税滞納整理 ○
５�財産管理 ○
６�その他 ● ● ● ● ● ● ●

民生
１�老人福祉施設 ○
２�その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

衛生

１�伝染病
２�じんかい処理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
３�し尿処理 ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○
４�火葬場 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
５�その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

農林�
水産

１�林野（造林を含む） ● ●
２�農業用水
３�その他

商工 　�商　　工 ○

土木
１�道路維持管理
２�治　水
３�その他

消防
１�常備消防 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
２�消防災害補償 ○
３�その他 ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

教育

１�小学校
２�中学校
３�高等学校
４�その他 ○ ○
　　そ　　の　　他

財産区組合

事

業

会

計

１�収益事業
２�国民健康保険事業
３�老人保健医療事業
４�後期高齢者医療事業 �� ●
５�介護保険事業
６�交通災害共済事業 ●
７�農業共済事業

△：組合加入～・　　●：主たる事務～・　　○：取扱事務～・
※田村広域行政組合は令和５年３月31日を以て解散しました。

※南会津地方環境衛生組合は令和７年３月31日を以て解散しました。
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地方公営企業事業数
令和７年３月31日現在

　　　　事業名

団体名　　　　

法　適　用　企　業 法　　非　　適　　用　　企　　業

（
簡
水
含
む
）

上
　
水

工
　
水

病
　
院

宅
　
造

下
　
水

そ
の
他

簡
　
水

電
　
気

市
　
場

（
休
養
）

観
　
光

（
索
道
）

観
　
光

の
観
光

そ
の
他

宅
　
造

駐
車
場

介
　
護

下
　
水

福　 島　 市 ○�●�
○流域�
○特環�
○農集

① ③

会 津 若 松 市 ○�●
○公共�
○農集
○特地

① ⑥�
※１ ③

郡　 山　 市 ○�
○流域�
○特環�
○農集

① ①�
熱海温泉 ⑥ ①

い わ き 市 ○ ① ①�● ○公共�
○農集

○�
地域汚水�
処理事業

① ③�
※２ ②

白　 河　 市 ○�● ①
○公共�
○農集�
○特地

① ①�
⑷

須 賀 川 市 ○� ●
○流域�
○特環�
○農集

○特地

喜 多 方 市 ○�
○公共�
○特環�
○農集�
○小集

②

相　 馬　 市 ● ● ○公共�
○農集 ●

二 本 松 市 ○�● ② ○流域�
○特環 ①

田　 村　 市 ○ ①�● ○流域

南 相 馬 市 ○�● ① ①
○公共�
○特環�
○農集

④

伊　 達　 市 ○�● ● ○流域
○農集 ②

本　 宮　 市 ○ ○流域 ②

市 　 　 計
12

3 3 1
32 1 0

0 6 0 0 3 8 1 1
1（施　設　数） （3） （3） （2） （0） （6） （0） （0） （10） （22） （1） （4）

※１　鶴ヶ城（天守閣、西出丸駐車場、三の丸駐車場、茶室麟閣、南口駐車場、東口駐車場）
※２　いわき湯本温泉、湯本駅前みゆきの湯、上の湯

【表の見方】
　１　●……一部事務組合に加入。
　２　流域……流域関連公共下水道、　公共……単独公共下水道、　特環……特定環境保全公共下水道、
　　　農集……農業集落排水事業、　林集……林業集落排水事業、　簡排……簡易排水事業、
　　　小集……小規模集合排水処理事業、　特地……特定地域生活排水処理事業、　個排……個別排水処理事業
　３　○、（　　）の中の数値は施設数である。
　　　※�上水、下水、簡水については、事業数と施設数は同数とする。
　　　※�介護サービス事業については、○の数値が事業数、（　）の数値が施設数とする。
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　　　　事業名

団体名　　　　

法　適　用　企　業 法　　非　　適　　用　　企　　業

（
簡
水
含
む
）

上
　
水

工
　
水

病
　
院

宅
　
造

下
　
水

そ
の
他

簡
　
水

電
　
気

市
　
場

（
休
養
）

観
　
光

（
索
道
）

観
　
光

の
観
光

そ
の
他

宅
　
造

駐
車
場

介
　
護

下
　
水

桑　 折　 町 ○�● ● ○流域

国　 見　 町 ○�● ● ○流域 ①

川　 俣　 町 ○�● ③

大　 玉　 村 ○ ○農集

鏡　 石　 町 ○� ● ○流域�
○農集 ①

天　 栄　 村 ○ ● ○農集�
○簡排

○�
大山排水 ①

下　 郷　 町 ○ ○農集

檜 枝 岐 村 ○ ②�
※１ ○ ①�

※２ ○特環

只　 見　 町 ○ ○農集 ①�
⑴

南 会 津 町 ○

○公共�
○特環�
○農集�
○林集�
○簡排

北 塩 原 村 ○
○特環�
○農集�
○簡排

西 会 津 町 ○
○特環�
○農集�
○特地�
○個排

②

磐　 梯　 町 ○
○特環�
○農集�
○林集�
○特地

猪 苗 代 町 ○ ①
○公共�
○特環�
○農集

会 津 坂 下 町 ○�● ○公共�
○農集

湯　 川　 村 ○特環�
○農集

柳　 津　 町 ○
○特環�
○農集�
○林集�
○簡排

○ ①

三　 島　 町 ○ ○農集�
○特地

金　 山　 町 ○
○特環�
○農集�
○特地

昭　 和　 村 ○
○特環�
○農集�
○特地

会 津 美 里 町 ○�●
○公共�
○特環�
○農集�
○特地

①

※１　尾瀬沼ヒュッテ、尾瀬御池ロッジ
※２　駐車場
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　　　　事業名

団体名　　　　

法　適　用　企　業 法　　非　　適　　用　　企　　業

（
簡
水
含
む
）

上
　
水

工
　
水

病
　
院

宅
　
造

下
　
水

そ
の
他

簡
　
水

電
　
気

市
　
場

（
休
養
）

観
　
光

（
索
道
）

観
　
光

の
観
光

そ
の
他

宅
　
造

駐
車
場

介
　
護

下
　
水

西　 郷　 村 ○�● ③ ○公共�
○農集

泉　 崎　 村 ○�●
想定企業�
会計�
⓪

③ ○農集

中　 島　 村 ○�● ○農集 ②

矢　 吹　 町 ○�● ○流域�
○農集 ①

棚　 倉　 町 ○�● ○公共�
○農集

矢　 祭　 町 ○ ○農集 ②

塙　　　 町 ○ ○特環�
○農集

鮫　 川　 村 ○ ○農集

石　 川　 町 ○� ④

玉　 川　 村 ○� ● ○農集 ①

平　 田　 村 ○� ● ○農集

浅　 川　 町 ○� ○特環�
○農集

○�
花火の里�
汚水処理

①

古　 殿　 町 ○ ○農集�
○林集 ①

三　 春　 町 ○ ① ⑦
○公共�
○農集�
○特地�
○個排

小　 野　 町 ○ ● ○特地

広　 野　 町 ● ● ○特環
○農集 ⑦

楢　 葉　 町 ● ● ○特環 ⑤ ●公共

富　 岡　 町 ● ● ③
○公共�
○農集�
●公共

川　 内　 村 ● ○農集

大　 熊　 町 ● ● ②
○特環�
○農集�
●公共

双　 葉　 町 ● ● ○公共 ●公共

浪　 江　 町 ○ ○公共 ① ●公共
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事業数合計�239�
�※法非適下水内訳 : 公共…2、特環…2、農集…2、特地…2

　　　　事業名

団体名　　　　

法　適　用　企　業 法　　非　　適　　用　　企　　業

（
簡
水
含
む
）

上
　
水

工
　
水

病
　
院

宅
　
造

下
　
水

そ
の
他

簡
　
水

電
　
気

市
　
場

（
休
養
）

観
　
光

（
索
道
）

観
　
光

の
観
光

そ
の
他

宅
　
造

駐
車
場

介
　
護

下
　
水

葛　尾　村 ○

新　地　町 ● ● ○特環�
○農集 ●

飯　舘　村 ○ ○農集

町 村 計 37 1 3 2 79 2 1 0 0 1 2 1 19 0 1 6（施　設　数） （3） （2） （10） （0） （0） （2） （2） （1） （40） （0） （1）

市 町 村 合 計 49 4 6 3 111 3 1 0 6 1 2 4 27 1 2 7（施　設　数） （6） （5） （12） （0） （6） （2） （2） （11） （62） （1） （5）

会津若松地方
広域市町村圏
整 備 組 合

○

福島地方水道用水
供 給 企 業 団 ○

白 河 地 方
広域市町村圏
整 備 組 合

○

公立藤田病院組合 ①

公立岩瀬病院
企 業 団 ①

公 立 小 野 町
地方綜合病院
企 業 団

①

相 馬 方 部
衛 生 組 合
（公立相馬病院）

① ①�
⑴

双 葉 地 方
水 道 企 業 団 ○ ①

双葉地方広域
市町村圏組合 ○公共

相馬地方広域
水 道 企 業 団 ○

一部事務組合計 5 1 4 1 1（施　設　数） （1） （4） （1）

県 　 計 54 5 10 3 111 3 1 0 6 1 2 4 27 1 3 8（施　設　数） （7） （9） （12） （0） （6） （2） （2） （11） （62） （1） （6）
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国
勢
調
査
人
口
の
推
移

市
町
村
名

人
　
　
　
　
　
　
　
口
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
推
　
　
　
　
　
　
　
移

平
成
22
年

国
勢
調
査

A

平
成
27
年

国
勢
調
査

B

令
和
２
年

国
勢
調
査

C

B
�－
�A

D
C
�－
�B

E
C
�－
�A

F
D
／
A

×
10
0

E
／
B

×
10
0

F
／
A

×
10
0

福
島

市
29
2,
59
0

29
4,
24
7�

28
2,
69
3�

1,
65
7

-1
1,
55
4

-9
,8
97

0.
6�

-3
.9
�

-3
.4
�

会
津
若
松
市

12
6,
22
0

12
4,
06
2�

11
7,
37
6�

-2
,1
58

-6
,6
86

-8
,8
44

-1
.7
�

-5
.4
�

-7
.0
�

郡
山

市
33
8,
71
2

33
5,
44
4�

32
7,
69
2�

-3
,2
68

-7
,7
52

-1
1,
02
0

-1
.0
�

-2
.3
�

-3
.3
�

い
わ
き
市

34
2,
24
9

35
0,
23
7�

33
2,
93
1�

7,
98
8

-1
7,
30
6

-9
,3
18

2.
3�

-4
.9
�

-2
.7
�

白
河

市
64
,7
04

61
,9
13
�

59
,4
91
�

-2
,7
91

-2
,4
22

-5
,2
13

-4
.3
�

-3
.9
�

-8
.1
�

須
賀
川
市

79
,2
67

77
,4
41
�

74
,9
92
�

-1
,8
26

-2
,4
49

-4
,2
75

-2
.3
�

-3
.2
�

-5
.4
�

喜
多
方
市

52
,3
56

49
,3
77
�

44
,7
60
�

-2
,9
79

-4
,6
17

-7
,5
96

-5
.7
�

-9
.4
�

-1
4.
5�

相
馬

市
37
,8
17

38
,5
56
�

34
,8
65
�

73
9

-3
,6
91

-2
,9
52

2.
0�

-9
.6
�

-7
.8
�

二
本
松
市

59
,8
71

58
,1
62
�

53
,5
57
�

-1
,7
09

-4
,6
05

-6
,3
14

-2
.9
�

-7
.9
�

-1
0.
5�

田
村

市
40
,4
22

38
,5
03
�

35
,1
69
�

-1
,9
19

-3
,3
34

-5
,2
53

-4
.7
�

-8
.7
�

-1
3.
0�

南
相
馬
市

70
,8
78

57
,7
97
�

59
,0
05
�

-1
3,
08
1

1,
20
8

-1
1,
87
3

-1
8.
5�

2.
1�

-1
6.
8�

伊
達

市
66
,0
27

62
,4
00
�

58
,2
40
�

-3
,6
27

-4
,1
60

-7
,7
87

-5
.5
�

-6
.7
�

-1
1.
8�

本
宮

市
31
,4
89

30
,9
24
�

30
,2
36
�

-5
65

-6
88

-1
,2
53

-1
.8
�

-2
.2
�

-4
.0
�

市
　

計
1,
60
2,
60
2

1,
57
9,
06
3

1,
51
1,
00
7

-2
3,
53
9

-6
8,
05
6

-9
1,
59
5

-1
.5
�

-4
.3
�

-5
.7
�

桑
折

町
12
,8
53

12
,2
71
�

11
,4
59
�

-5
82

-8
12

-1
,3
94

-4
.5
�

-6
.6
�

-1
0.
8�

国
見

町
10
,0
86

9,
51
2�

8,
63
9�

-5
74

-8
73

-1
,4
47

-5
.7
�

-9
.2
�

-1
4.
3�

川
俣

町
15
,5
69

14
,4
52
�

12
,1
70
�

-1
,1
17

-2
,2
82

-3
,3
99

-7
.2
�

-1
5.
8�

-2
1.
8�

大
玉

村
8,
57
4

8,
67
9�

8,
90
0�

10
5

22
1

32
6

1.
2�

2.
5�

3.
8�

鏡
石

町
12
,8
15

12
,4
86
�

12
,3
18
�

-3
29

-1
68

-4
97

-2
.6
�

-1
.3
�

-3
.9
�

天
栄

村
6,
29
1

5,
61
1�

5,
19
4�

-6
80

-4
17

-1
,0
97

-1
0.
8�

-7
.4
�

-1
7.
4�

下
郷

町
6,
46
1

5,
80
0�

5,
26
4�

-6
61

-5
36

-1
,1
97

-1
0.
2�

-9
.2
�

-1
8.
5�

檜
枝
岐
村

63
6

61
5�

50
4�

-2
1

-1
11

-1
32

-3
.3
�

-1
8.
0�

-2
0.
8�

只
見

町
4,
93
2

4,
47
0�

4,
04
4�

-4
62

-4
26

-8
88

-9
.4
�

-9
.5
�

-1
8.
0�

南
会
津
町

17
,8
64

16
,2
64
�

14
,4
51
�

-1
,6
00

-1
,8
13

-3
,4
13

-9
.0
�

-1
1.
1�

-1
9.
1�

北
塩
原
村

3,
18
5

2,
83
1�

2,
55
6�

-3
54

-2
75

-6
29

-1
1.
1�

-9
.7
�

-1
9.
7�

西
会
津
町

7,
36
6

6,
58
2�

5,
77
0�

-7
84

-8
12

-1
,5
96

-1
0.
6�

-1
2.
3�

-2
1.
7�

磐
梯

町
3,
76
1

3,
57
9�

3,
32
2�

-1
82

-2
57

-4
39

-4
.8
�

-7
.2
�

-1
1.
7�

猪
苗
代
町

15
,8
05

15
,0
37
�

13
,5
52
�

-7
68

-1
,4
85

-2
,2
53

-4
.9
�

-9
.9
�

-1
4.
3�
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会
津
坂
下
町

17
,3
60

16
,3
03
�

15
,0
68
�

-1
,0
57

-1
,2
35

-2
,2
92

-6
.1
�

-7
.6
�

-1
3.
2�

湯
川

村
3,
36
4

3,
20
6�

3,
08
1�

-1
58

-1
25

-2
83

-4
.7
�

-3
.9
�

-8
.4
�

柳
津

町
4,
00
9

3,
53
6�

3,
08
1�

-4
73

-4
55

-9
28

-1
1.
8�

-1
2.
9�

-2
3.
1�

三
島

町
1,
92
6

1,
66
8�

1,
45
2�

-2
58

-2
16

-4
74

-1
3.
4�

-1
2.
9�

-2
4.
6�

金
山

町
2,
46
2

2,
18
9�

1,
86
2�

-2
73

-3
27

-6
00

-1
1.
1�

-1
4.
9�

-2
4.
4�

昭
和

村
1,
50
0

1,
32
2�

1,
24
6�

-1
78

-7
6

-2
54

-1
1.
9�

-5
.7
�

-1
6.
9�

会
津
美
里
町

22
,7
37

20
,9
13
�

19
,0
14
�

-1
,8
24

-1
,8
99

-3
,7
23

-8
.0
�

-9
.1
�

-1
6.
4�

西
郷

村
19
,7
67

20
,3
22
�

20
,8
08
�

55
5

48
6

1,
04
1

2.
8�

2.
4�

5.
3�

泉
崎

村
6,
80
2

6,
49
5�

6,
21
3�

-3
07

-2
82

-5
89

-4
.5
�

-4
.3
�

-8
.7
�

中
島

村
5,
15
4

5,
00
1�

4,
88
5�

-1
53

-1
16

-2
69

-3
.0
�

-2
.3
�

-5
.2
�

矢
吹

町
18
,4
07

17
,3
70
�

17
,2
87
�

-1
,0
37

-8
3

-1
,1
20

-5
.6
�

-0
.5
�

-6
.1
�

棚
倉

町
15
,0
62

14
,2
95
�

13
,3
43
�

-7
67

-9
52

-1
,7
19

-5
.1
�

-6
.7
�

-1
1.
4�

矢
祭

町
6,
34
8

5,
95
0�

5,
39
2�

-3
98

-5
58

-9
56

-6
.3
�

-9
.4
�

-1
5.
1�

塙
町

9,
88
4

9,
15
7�

8,
30
2�

-7
27

-8
55

-1
,5
82

-7
.4
�

-9
.3
�

-1
6.
0�

鮫
川

村
3,
98
9

3,
57
7�

3,
04
9�

-4
12

-5
28

-9
40

-1
0.
3�

-1
4.
8�

-2
3.
6�

石
川

町
17
,7
75

15
,8
80
�

14
,6
44
�

-1
,8
95

-1
,2
36

-3
,1
31

-1
0.
7�

-7
.8
�

-1
7.
6�

玉
川

村
7,
23
1

6,
77
7�

6,
39
2�

-4
54

-3
85

-8
39

-6
.3
�

-5
.7
�

-1
1.
6�

平
田

村
6,
92
1

6,
50
5�

5,
82
6�

-4
16

-6
79

-1
,0
95

-6
.0
�

-1
0.
4�

-1
5.
8�

浅
川

町
6,
88
8

6,
57
7�

6,
03
6�

-3
11

-5
41

-8
52

-4
.5
�

-8
.2
�

-1
2.
4�

古
殿

町
6,
03
0

5,
37
3�

4,
82
5�

-6
57

-5
48

-1
,2
05

-1
0.
9�

-1
0.
2�

-2
0.
0�

三
春

町
18
,1
91

18
,3
04
�

17
,0
18
�

11
3

-1
,2
86

-1
,1
73

0.
6�

-7
.0
�

-6
.4
�

小
野

町
11
,2
02

10
,4
75
�

9,
47
1�

-7
27

-1
,0
04

-1
,7
31

-6
.5
�

-9
.6
�

-1
5.
5�

広
野

町
5,
41
8

4,
31
9�

5,
41
2�

-1
,0
99

1,
09
3

-6
-2
0.
3�

25
.3
�

-0
.1
�

楢
葉

町
7,
70
0

97
5�

3,
71
0�

-6
,7
25

2,
73
5

-3
,9
90

-8
7.
3�

28
0.
5�

-5
1.
8�

富
岡

町
16
,0
01

0�
2,
12
8�

-1
6,
00
1

2,
12
8

-1
3,
87
3

-1
00
.0
�

0
-8
6.
7�

川
内

村
2,
82
0

2,
02
1�

2,
04
4�

-7
99

23
-7
76

-2
8.
3�

1.
1�

-2
7.
5�

大
熊

町
11
,5
15

0�
84
7�

-1
1,
51
5

84
7

-1
0,
66
8

-1
00
.0
�

0
-9
2.
6�

双
葉

町
6,
93
2

0�
0�

-6
,9
32

0
-6
,9
32

-1
00
.0
�

0
-1
00
.0
�

浪
江

町
20
,9
05

0�
1,
92
3�

-2
0,
90
5

1,
92
3

-1
8,
98
2

-1
00
.0
�

0
-9
0.
8�

葛
尾

村
1,
53
1

18
�

42
0�

-1
,5
13

40
2

-1
,1
11

-9
8.
8�

2,
23
3.
3�

-7
2.
6�

新
地

町
8,
22
4

8,
21
8�

7,
90
5�

-6
-3
13

-3
19

-0
.1
�

-3
.8
�

-3
.9
�

飯
舘

村
6,
20
9

41
�

1,
31
8�

-6
,1
68

1,
27
7

-4
,8
91

-9
9.
3�

3,
11
4.
6�

-7
8.
8�

町
村
計

42
6,
46
2

33
4,
97
6

32
2,
14
5

-9
1,
48
6

-1
2,
83
1

-1
04
,3
17

-2
1.
5�

-3
.8
�

-2
4.
5�

県
計

2,
02
9,
06
4

1,
91
4,
03
9

1,
83
3,
15
2

-1
15
,0
25

-8
0,
88
7

-1
95
,9
12

-5
.7
�

-4
.2
�

-9
.7
�

※
　
市
町
村
合
併
を
行
っ
た
団
体
に
係
る
数
値
は
、
当
該
団
体
の
構
成
市
町
村
に
係
る
各
数
値
の
単
純
合
計
額
ま
た
は
当
該
単
純
合
計
額
か
ら
算
出
さ
れ
る
額
を
記
載
し
て
い
ま
す
。
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